
19 広報すおう大島 平成 29 年 ( 2017 年 )9 月号

お知らせ９月

を
知
る
べ
き
な
の
か
？

・
講
師　

国
際
学
部　

山
根
史
博 

准
教
授

●
第
３
回
目　

10
月
28
日
㈯

・
テ
ー
マ　

芸
術
に
何
が
で
き
る

の
？
そ
こ
か
ら
芸
術
に
よ
る
新
し

い
街
づ
く
り
を
考
え
よ
う
！

・
講
師
　
芸
術
学
部　

伊
東
敏
光 

教
授

■
申
込
方
法

　

講
座
案
内
チ
ラ
シ
裏
面
を
Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

・
講
座
チ
ラ
シ
は
柳
井
広
域
圏
の

高
校
を
通
じ
て
配
布
さ
れ
る
ほ

か
、
柳
井
市
役
所
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。http://

w
w

w
.city-yanai.jp

・
Ｅ
メ
ー
ル
に
は
受
講
講
座
名
・

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
学

校
・
学
年
を
添
え
て
以
下
の
ア

ド
レ
ス
へ
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

seisakukikaku@
city-yanai.jp

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
市
政
策
企
画
課

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
１
１

内
線　

４
７
１

⼭
⼝
⼤
学
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ

デ
ー

「
再
発
⾒
し
・
⾒
つ
め
・
踏
み
出
す 

知
の
広
場 
〜
来
て
い
た
だ
け
る
と

幸
せ
ま
す
〜
」

　

山
⼝
⼤
学
を
地
域
の
皆
さ
ん
に

も
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
卒
業
⽣
に
旧
交
を
温
め
て
い

た
だ
く
機
会
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

■
⽇
時

　

10 

月
28 

日
㈯

　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
場
所

　

山
⼝
⼤
学
吉
⽥
キ
ャ
ン
パ
ス

（
山
⼝
市
吉
⽥
１
６
７
７
‐
１
）

■
内
容

　

特
別
講
演
、学
部
企
画
、交
流
会
、

も
ち
ま
き
、
ス
リ
ッ
パ
卓
球 

等

■
参
加
費

　

交
流
会
の
み
（
１
０
０
０
円
、

要
事
前
登
録
９
月
29
日
ま
で
）

■
特
別
講
演

　

日
本
卓
球
協
会
ナ
シ
ョ
ナ
ル

チ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
と
し
て
数
々
の

国
際
⼤
会
の
日
本
代
表
選
⼿
団
に

同
⾏
し
て
い
る
、
⼩
笠
博
義 

本
学

医
学
部
附
属
病
院
・
診
療
教
授
に

よ
る
講
演
（
無
料
、
申
込
不
要
）

■
時
間

　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

■
場
所

　

共
通
教
育
棟
１
番
教
室

■
問
い
合
わ
せ

　

山
⼝
⼤
学
総
務
課

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
５
０
１
０

第
53
回
柳
井
市
美
術
展
覧
会

作
品
募
集

■
展
示
期
間　

　

11
月
11
日
㈯
〜
15
日
㈬

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
最
終

日
は
午
後
３
時
ま
で
）

■
場
所　

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館
（
柳
井

市
柳
井
３
７
１
８
）

■
部
門
・
応
募
点
数

・
第
一
部
「
美
術
」　
（
絵
画
・
彫
塑
・

工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
）
各
項
１
人
１

点
（
陶
芸
・
木
工
・
竹
工
・
金
工

は
２
点
ま
で
）

・
第
二
部
「
書
」
１
人
１
点

・
第
三
部
「
写
真
」
１
人
２
点
ま
で

■
応
募
資
格
　

　

柳
井
市
お
よ
び
周
辺
（
周
防
⼤

島
町
な
ど
）
に
居
住
ま
た
は
柳
井

市
内
に
勤
務
・
通
学
す
る
人
、
も

し
く
は
関
係
団
体
に
所
属
し
て
い

る
人
（
中
学
⽣
以
下
除
く
）

■
出
品
料

　

各
部
・
各
項
ご
と
に
１
人

１
０
０
０
円（
高
校
⽣
以
下
は
無
料
）

■
受
付
・
搬
入
⽇
時

　

11
月
６
日
㈪

　

正
午
〜
午
後
６
時

■
開
会
式
お
よ
び
表
彰
式　

　

11
月
11
日
㈯　

午
前
９
時
〜

※
表
彰
式
後
、
各
部
門
別
に
審
査
員

に
よ
る
作
品
の
解
説
が
あ
り
ま
す
。

■
そ
の
他

　

開
催
要
項
お
よ
び
出
品
目
録

は
、
柳
井
市
役
所
⽣
涯
学
習
・
ス

ポ
ー
ツ
推
進
課
に
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

第
53
回
柳
井
市
美
術
展
覧
会
運

営
委
員
会
（
⽣
涯
学
習
・
ス
ポ
ー

ツ
推
進
課
内
）　

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
１
１

　

内
線
３
３
１

日時　１０月２０日㈮　午後１時３０分～３時
場所　大島文化センター　研修室
定員　２０名
内容　事業者の方に知っておいていただきたい軽
　　　減税率制度のポイントを紹介
講師　柳井税務署調査第一部門　木村統括官
料金　無料
申込期限　１０月１８日㈬
主催　公益社団法人柳井法人会、柳井税務署
申し込み　公益社団法人柳井法人会
☎０８２０（２４）１６２２

平成３１年１０月から
消費税の軽減税率制度が実施されます！

■実施時期はいつなの？

平成３１年１０月１日（消費税率引上げと同時）

軽減税率制度ってなに？

消費税軽減税率制度説明会のお知らせ
～すべての事業者に影響があります～

■税率はどうなるの？

　標準税率１０％（消費税率 7.8％、地方消費税率 2.2％）
　軽減税率　８％（消費税率 6.24％、地方消費税率 1.76％）

■軽減税率の対象品目は何？

○酒類・外食を除く飲食料品
○週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

■日々の業務で対応が必要となること

取扱商品や仕入れ（経費）の適用税率の確認などが
必要です。

■帳簿・請求書等の記載方法

税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加
わります。

■消費税の申告

税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

日々の取引や経理にどのような影響があるの？

【ポイント☝】軽減税率制度への対応が必要な中小事業
者の方には、レジを導入・改修するための支援措置があ
ります。（申請受付期間は平成 30 年１月 31 日まで）


